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主唱　法務省　〝社会を明るくする運動〟
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ
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試験案内・申込書の請求

■直接請求する場合
　高崎市等広域消防局・消防署・
分署・安中市役所□本 ・□松 で配布し
ています。
■郵送請求する場合
　本人の住所・氏名を記入した返
信用封筒（角型2号）に140円切手
を貼ったものを同封し、右記まで
郵送してください。なお郵送の
際、封筒の表に「職員採用試験案
内請求」と朱書きしてください。

■ダウンロードする場合
　消防局の■HP （https://takasaki-
kouiki119.gunma.jp/recruit.
html）からダウンロードしてくだ
さい。

※■問 ・郵送先
高崎市等広域消防局総務課
〒370－0861
高崎市八千代町一丁目13－10
（☎322－2393）

募集 Recruitment

平成8年4月2日から平成16年4月1日
までに生まれた人で、学校教育法によ
る大学を卒業または令和8年3月までに
卒業見込みの人
（ただし、平成16年4月2日以降に生ま
れた人で学校教育法による大学を卒業
した人（令和8年3月までに卒業見込み
を含む）またはこれと同等の資格を有す
ると認められる人は受験できます）

平成8年4月2日から平成18年4月1日
までに生まれた人で、学校教育法によ
る短期大学、高等専門学校もしくは専
修学校専門課程（修業年限が2年以上
で、かつ1,600時間以上の履修を義務
づけている課程）を卒業または令和8年
3月までに卒業見込みの人
（ただし、学校教育法による大学を卒業
した人（令和8年3月卒業見込みを含む）
またはこれと同等の資格を有すると認
められる人は受験できません）

平成8年4月2日から平成20年4月1日
までに生まれた人で、学校教育法によ
る高等学校を卒業もしくは令和8年3月
までに卒業見込みの人またはこれと同
等の資格を有する人
（ただし、学校教育法による大学もしく
は短期大学を卒業した人（令和8年3月
卒業見込みを含む）またはこれらと同等
の資格を有すると認められる人は受験
できません）

学歴区分 試験
区分

採用予定
人員 受験資格

試験日程
第2次試験第1次試験

申込期間試験案内
配布開始

大学

短大
（2年以上
の専門学
校を含む）

高校

消防職 13人

試験日
10月下旬

結果通知
発送日
11月中旬

試験日
9月21日
（日）

結果通知
発送日
10月上旬

8月1日
（金）
から

8月7日
（木）
まで

7月1日
（火）

■問 □本 安中保護区保護司会更生保護サポート
　センター安中（☎329－7100）

安中市社会を明るくする運動推進委員会委員長　　安中市長　岩井　均

　「社会を明るくする運動」は「社明運動」とも呼ばれ、法務省の主唱により本年度で75回目を迎えま
す。「更生保護の日」である7月1日から1か月間を強調月間とし、全国一斉に展開されます。
　犯罪や非行のない安全・安心な社会の実現には、犯罪や非行をした人の立ち直りを助け、再犯・再非行
を防ぐことが大切です。一人でも多くの市民の皆さんに、活動の趣旨である「犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ」をご理解いただき、この社明運動の推進にご協力とご支援をお願いいたします。

■本運動で力を入れている取り組み
　
⑴誰もが抱えうる問題が犯罪や非行の要因となりう
ることや、人は変われるということを信じて寄り
添い続ける更生保護の活動は、再犯を防止して立
ち直りを支える大切な活動であるとともに、新た
な加害者・被害者を生まない安全安心な社会づく
りにつながることについて、国民各層に広く周知
し、理解を深めてもらうための取り組み
⑵犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち
直りにはさまざまな協力方法があることを示し、
多くの人に協力者として気軽に参加してもらうた
めの取り組み

⑶同じ地域社会の一員である保護司、更生保護女性
会員、BBS会員、協力雇用主などの活動に対する
支援の充実を図るほか「国際更生保護ボランティ
アの日」と連動した積極的な広報などにより、ボ
ランティアを増やすための取り組み
⑷民間協力者と地方公共団体、国との連携を強化し
つつ、犯罪や非行をした人が仕事、住居、教育、
保健医療・福祉サービスなどで必要な支援を受け
やすくするためのネットワークをつくる取り組み
⑸犯罪や非行が起こらないよう、子どもや若者の健
やかな成長を期する取り組み

■市の活動状況および予定
　
・第75回“社会を明るくする運動”安中市推進委員会（6月27日）
・募金活動の実施（7月1日～9月30日）
・社明街頭広報活動・パレードなど（7月2日）
・薬物乱用防止駅頭キャンペーン（7月上旬）
・中学校薬物乱用防止教室（安中一中・6月、安中二中・10月）
・小中学生を対象とした“社会を明るくする運動”作文の募集・
審査会（7～9月）

■第74回募金結果報告
　
　昨年7月1日～9月30日に実施した募金活動は、市民の皆さん
の深いご理解とご協力により、大きな成果をあげることができま
した。
　お預かりした募金は右表のとおり、保護司会、更生保護女性
会、協力事業主会、各地域の活動費として配分し、活用しまし
た。ありがとうございました。

運動に協力していただく機関・団体名
　安中市・安中市議会・安中市教育委員会・安中市区長会・安中市民
生児童委員協議会・安中保護区保護司会・安中地区更生保護女性
会・安中地区協力事業主会・安中保護区保護司会更生保護活動支援
機構・安中市社会福祉協議会・安中市内関係機関団体など（順不同）

募金の用途（令和6年）
14地区支部助成金
更生3団体活動配分金
学校対象広報活動費
一般対象広報活動費

（うちわ・ポスターなど）
事務費

（用紙代、郵送など）
次年度繰越金
合　計

金額（円）  
639,592
530,000
732,050

197,470

56,206

1,496
2,156,814

令和7年度　高崎市・安中市消防組合職員採用試験

採用情報は
こちら


